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ハプスブルク帝国における憲法裁判思想の源流を求めて

ー－ G.イェリネックの憲法裁判所論

佐藤史人

1 はじめに

1989年の東欧革命を画期として、旧ソ連・東欧地域はその社会体制をドラスティックに変

化させ、憲法制度もその根本からの見直しを迫られた。かかる法変動は、多くの研究者の耳

目を集め、我が国でも樋口陽ーがこの現象に着目して、その意義を「4つの 89年j という

切り口のもとに掴みだし、 1989年固有の意味を、欧州の東西にまたがる「憲法ゲ、マインシ

ャフトの成立」（へーベルレ）に見いだしている（九その核心は、「立憲主義j の「東側Jに

よる「継受」にあり、ここで言う「立憲主義」とは、「権力＝多数者によっても侵しえない

ものとしての『人権』という観念と、それを担保するための違憲審査制という装置を内容と

してもつたもの」に他ならない（2)

ところで、、憲法ゲ、マインシヤフトが価値（人権）と制度（違憲審査制）から構成されるとして、

前者については容易に「継受j を語りうるとしても、後者についても同程度に「継受j を語

りうるかといえば、ことはそれほど単純ではないように思われる。というのは、歴史をふり

返れば、 1920年以降のチェコスロヴァキアは憲法裁判所を有していたし、また既に 1854年

にはハンガリーのエトヴェシュ・ヨージェフが、市民の自由権と地方自治を保障するために

違憲審査を行う最高裁判所の設置を提言しており（3）、かかる歴史をもっ「東側Jを前にして

「継受」という言葉を使用するには、（「継受」概念の定義にもよるが）いささか疑念を感じるか

らである。

また、先に挙げたハンガリーにしろ、チェコスロヴァキアにしろ、いずれも第一次世界大

戦までは集中型違憲審査制の母国とされるオーストリアとともに等しく中欧のオーストリア

＝ハンガリ一二重帝国（以下「ハプスブソレク帝国」）に含まれており、「東側」という括り方自

体にも吟味の余地があるように思われる。

本稿はかかる問題意識のもと、旧ハプスブルク帝国の領域で形成された憲法裁判所構想及

びそれを育んだ法制度について検討したい。具体的には、この問題で当時最も影響力を持っ

た著作の一つであるゲオルグ・イェリネックの『オーストリアに憲法裁判所を』（4）を取り上
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げると共に、 1867年の 12月憲法によって設置され、後のオーストリア憲法裁判所の母体と
もなった帝国裁判所について簡単な素描を試みることで、端緒的なものであれ、「東Jにお
いて憲法ゲ、マインシャフトの成立を育んだ土壌の特質を明らかにしたいと思う。

2 12月憲法とオーストリア帝国裁判所

オーストリアは、 1919年 1月25日のドイツ系オーストリア憲法裁判所設置法により、世
界で初めて「憲法裁判所」の名を冠した裁判機関を創設した。同裁判所は、 1867年に生ま
れた帝国裁判所（Reichsgericht）を改組したものであり、帝国裁判所はハプスブノレク帝国におい
て憲法裁判思想を育むパックボーンとなった。

帝国裁判所に関する権能、構成についてその大枠を決定したのは、 12月憲法起草の任に
当たった 1867年6月21日設置の憲法委員会である。同委員会の報告をみると、帝国裁判所
の制度設計にあたって劃酌されたモデ、／レとして、合衆国最高裁判所、スイス連邦裁判所、神
聖ローマ帝国の帝国裁判所、 ドイツ連盟における仲裁審級、パウノレ教会憲法の帝国裁判所、
さらにオーストリアのクレムジーノレ憲法草案及び、3月欽定憲法の帝国最高裁判所が挙げら
れている。そこで、次節では 1867年の帝国裁判所設置法に至る経緯を検討すべく、まずは
1848年のフランクフノレト国民議会まで遡ることにしたい（5）。

(1）帝国裁判所の前史一一パウル教会憲法からアウスグライヒまで

1848年革命は、のちの 1867年帝国裁判所形成に向けての重要な画期となった。この革命
の中で、 ドイツとオーストリアではそれぞれ重要な憲法的文章が生み出されている。ドイツ
においては、フランクフルト国民議会によりパウル教会憲法が採択され、同憲法はその 126
条で、帝国裁判所について規定した。その極めて広範な権限は、「今日いうドイツ型の「憲法
裁判j の主なものをほぼすべて含んでいる」とされ（6）、なかでも、憲法訴願の規定とライヒ
憲法の侵犯に対し、ライヒ権力とラント権力がそれぞれ相手を訴えることができるとする規
定が注目されるが、特に後者については規範統制を認めたものと解されており問、当時とし
ては画期的なものであった。

オーストリアでもウィーン3月革命の所産として、 1849年にクレムジーノレ憲法草案と欽
定3月憲法が生み出された（8）。 3月革命の圧力により招集されたクレムジーノレ国民議会が残
したクレムジーノレ憲法草案は、自由主義的・連邦主義的な性格を持ち、その 140条では帝国
最高裁判所に関する定めをおいている。同条によれば、帝国最高裁判所は、①国家官吏（9)

による憲法上の諸権利の侵害に対する保障、②裁判官の身分に関する事項、③王冠の諸邦
(Kronlar由。相互間の一切の争訟及び中央政府と領邦政府の聞の権限争議、④大臣、領邦長官
及び総督府の弾劾、⑤国家元首、帝国議会又は領邦議会に対する反逆又は暗殺、について判
断するものとされ、規範統制こそ認められないが側、憲法訴願が認められるなど注目すべ
き内容を有していた。但し、この制憲議会は 1849年3月に体勢を立て直した皇帝勢力によ
って解散され、代わって欽定3月憲法が公布された。これは、先の憲法草案と異なり、保
守的で中央集権主義的なものであったが川、帝国最高裁判所に関する規定を維持し、その
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内容も以前のものをほぼ踏襲していた。しかし、この憲法も、公布後施行されることなく

1851年のジノレベスター勅令によって廃止された。

オーストリアが再び1848年の帝国最高裁判所構想を取りあげたのは1867年のことである。

その直接の背景となったのは、 1866年の普填戦争におけるオーストリアの決定的な敗北で

あった。帝国再編のためにハンガリ一貴族との妥協を迫られた皇帝は、 1867年初頭、ハン

ガリ一議会との間でアウスグライヒを成立させ、ハプスブ、ノレク帝国は二つの国家、すなわち

ツィスライタニアとトランスライタニアからなる二重帝国へと変貌したのである。ところで、

ハンガリーとの問で締結されたアウスグライヒについては、事後的にドイツ人自由主義者が

最大勢力をなすウィーンの帝国議会で同意を得る必要があり、また、皇帝はハンガリー・ア

ウスグライヒ法25条の中で、ハンガリー以外の諸領邦においても「完全な立憲主義」を実

施することを約束していたため（12）、オーストリアにおいて立憲的改革をなすことは不可避

であったo かかる条件を背景に、 1867年 12月、 12月憲法として知られる一連の国家基本法

が制定されたのである。

(2）帝国裁判所の構成、管轄

12月憲法は、単一の憲法典ではなく複数の基本法から形成された。すなわち、①帝国代

表機関に関する基本法、②国民の一般的権利に関する国家基本法、③帝国裁判所の設置に関

する国家基本法、④司法権に関する国家基本法、⑤統治権及び執行権に関する国家基本法の

5つである。本稿にとって重要なのは、 1848年革命で頓挫した帝国裁判所設置構想を再び取

りあげた③の帝国裁判所設置法である。同法の実施法は 1869年4月に定められ（帝国裁判所

iの組織、手続及び判決の執行に関する法律） (13）、帝国裁判所は 1869年6月21日からその活動を

開始している川。

(a）帝国裁判所の構成

帝国裁判所は、ウィーンを所在地とし、皇帝によって任命される長官及び副長官並び、に帝

国議会の提案に基づき皇帝によって任命される 12名の裁判官及び4名の予備裁判官から構

成された。その任命にあたっては、皇帝は 1つの職につき 3名の専門的知識を有する候補者

から 1人を選んで任命し、衆議院と貴族院はそれぞれ6名の裁判官と 2名の予備裁判官につ

いて提案するものとされた。当時は、裁判官の任命は君主の高権に基づく基本的権利のーっ

とされていたが、帝国裁判所は単なる裁判機能の遂行者ではなく、憲法の保障する政治的権

利や行政と司法の分離の守護者でもあるというその政治性を論拠として、帝国議会による提

案権が正当化された。また、裁判官には専門的知識が要求され、任期は終身で、あった。

(b）帝国裁判所の管轄

帝国裁判所の管轄には、権限争議、公法上の争訟、憲法訴願の 3つが属する。まず、権限

裁判所としての管轄に属するのが、①ある事項が裁判により解決されるべきか、行政により

解決されるべきかの問題についての裁判官庁と行政官庁の聞の争議、②領邦代表機関と最高
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政府官庁の間で、行政事項に関する処分又は決定の権限の所在が問題となる場合の争議、③
異なった領邦の領邦自治機関の聞のその管理及び行政に属する事項についての争議、の3つ
である（2条）。このうち前2者については実際に帝国裁判所による判断がなされているが、
③が扱われることはなかった（へまた、 1875年の法改正により、行政裁判所と通常裁判所
の聞の権限争議が帝国裁判所に委ねられ、帝国裁判所と行政裁判所の聞の権限争議について
は、両裁判所から 4人ずつ送られた裁判官によって構成され、最高裁判所長官が議長を務め
る合同部（Senat）で判断されることとなつた(16)

公法上の請求に関する裁判については、④領邦の全体国家に対する請求及び全体国家の領
邦に対する請求、⑤領邦相互間の請求、⑥ゲ、マインデ、団体、私人による領邦又は全体国家
に対する請求で、通常裁判所による解決が適当でないもの、について判断を下すものとされ
た（3条a号）。この種の事件は数的に見て権限争議よりはるかに多く、その主な部分は公務
員の請求に関するものだったという (17）。

第 3の管轄が、「憲法によって保障された政治的権利の侵害に基づく国民の訴願」である（3

条b号）。これは、法律の定める行政手続きを全て尽くした上で提起しうるものである。但し、
判決では、訴願を申立てた者の政治的権利の侵害が果たして存在するのか、またそれがどの
程度なのか、を表明することしかできなかった（帝国裁判所の組織、手続及び判決の執行に関す
る法律 35条）。もっとも、その実効性について調べたある調査によれば、「圧倒的多数のケー
スにおいて、前述の通りその実効性に程度の差こそあれ帝国裁判所の法的見解が貫徹してい
る。このことは、無条件なものではないにせよ、官僚機構の帝国裁判所に対する強い忠誠心
を示している。」州とのことであり‘帝国裁判所の判決はそれなりに尊重されていたようで
ある。また、訴願の対象となるのは政治的権利に限られるが、その範囲は帝国裁判所の判例
実務の中でカズイスティッシュに決定され、結果として財産権を除く広汎な権利が「政治的
権利Jに含まれることとなった倒。

(c) 12月憲法と裁判官の審査権

次に、 12月憲法の下での裁判官の審査権についても触れておきたい。 12月憲法は、裁判
官一般の審査権について、司法権に関する国家基本法7条において「裁判所は、適法に公布
された法律の妥当性を審査することはできない。但し、裁判所は、法律の定める手続により
命令の妥当性について判断することができる。」と定め、裁判官の法律に対する実質的審査
権を否定した。また、帝国裁判所の場合も、「帝国裁判所の組織、手続及び判決の執行に関
する法律」の 30条に同様の定めがあり、裁判所の審査は立法府には及び得ないものとされ
た。帝国裁判所の審査権については、 12月憲法制定時にも議論となったが、その際に憲法
委員会は次のように述べて、その解決を将来の課題として先送りにした。「領邦議会と帝国
議会の間あるいは代表機関と政府の問で、憲法上の権限の範囲について、または法律の解釈
等々についての一定の憲法上の争議の解決のために、独立した機関を設けることが望ましか
ろうことは否定できない。しかし、我々の憲法状況が不完全なものであり、また過去の悲し
い経験を考慮すると、代表機関の立法権に触れること、あるいは代表機関を裁判に従属させ
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ることは総じて危険であるように思われるため、この問題については将来に委ねざるを得な

い。」仰）

(3）同時代におけるドイツ帝国の動向との比較

上記の通り、オーストリア帝国裁判所は 1848年革命の所産を引き継ぐものであり、その

淵源はパウル教会憲法にまで遡りうるもので、あった。一方、同時代のドイツは、それとは反

対の道を歩む。 1871年4月のドイツ帝国憲法では、ピスマルクの意向によって「裁判官を

憲法から排除し、憲法に関する紛争を政治的解決に委ねるという『法と政治』の分離傾向が

貫徹」され（21）、ライヒにおける憲法上の紛争の解決はもっぱら政治機関である連邦参事会

(Bundesrat）に委ねられることとなった。一方、 1879年になると、帝国裁判所構成法 (1877年）

に基づき、帝国裁判所がライプツィヒに設置されるが、同裁判所は民事及び刑事の事件を扱

う最高裁判所に過ぎなかった。 1860年代から 70年代にかけ、オーストリアとドイツは「1848

年」に対する態度決定を改めて問われ、方やその成果を意識的に引き継ぎ、方やそれに背を

向ける選択をしたが、そこにはオーストリアがドイツに先んじて憲法裁判所を設置するに至

った一つの分岐点があったと言えよう。

3 ゲオルグ・イェリネックの憲法裁判所論

(1) G.イェリネック『オーストリアに憲法裁判所を』の公刊

12月憲法による帝国裁判所の設置以後、オーストリアでは同裁判所を焦点として憲法裁

判のあり方が、繰り返し論じられるようになる。そうした一連の営みに連なるのが、 1885

年に公刊された G.イェリネックの著書『オーストリアに憲法裁判所を』である。ノノレによ

れば、同書はハンガリーのエトヴェ、ンュのものを除けば、オーストリアにおいて憲法裁判所

の設置要求が簡潔に定式化された初の著作であった問。但し、憲法裁判所といっても、彼

の用いる「憲法裁判所Jというタームは、必ずしも集中型のそれを意味しているわけではな

い。同書の中でイェリネックは合衆国最高裁判所やスイス連邦裁判所も「憲法裁判所」と呼

んでおり、そこから判断する限り、「憲法裁判所」という用語は、憲法上の争訟を対象とす

る裁判所を指すある種の機能概念であったと考えられる。

次に本書成立に至る背景についても触れておこう。ヴィドゥッケノレによれば、その直接の

契機は選挙権に関する次のような事件であった問。 1880年、上オーストリア総督が衆議院

の大土地所有者選挙名簿に登載した 14人の選挙人について、その 14人は欠格者であり、彼

らの名簿への登載及びそれに対する不服申立の却下が選挙人の権利を侵害したとして、 29

人の選挙人が帝国裁判所に訴願を申立てた。帝国裁判所は、審理の結果、問題となった 14

人のうち 12人について申立人の主張を容れ、 1881年4月の判決で権利の侵害を認めた（24）。

他方、被選挙人に対する合法性の審査権限を有していた衆議院は、違法に名簿に登載された

選挙人の票を獲得してはじめて当選した議員について、帝国裁判所の判決が下される前の段

階で、その当選を有効と認める議決を採択した。こうして一方では選挙人の権利を審査する

権限をもった帝国裁判所が、他方では選挙された者の権利を審査する権限をもった帝国議会

44 



ハプスブ、／レク常国における憲法裁判思想の源流を求めて G.イェリネックの憲法裁判所論一

がそれぞれ異なる結論を下すに至り、それが世論の大きな反響を呼んだのである（25）。イェ
リネックの著書は、この事件を一つのきっかけとして公刊されており、かかる背景には、同
書のもつ立法論的、政策的性格がよく現れていると言えよう。

以下では、節を改めてイェリネックの議論の展開に従いつつ、その所説を見ていくことと
したい。

(2）イェリネックの憲法裁判所論

(a）問題の所在一一議会の不法

すでに概観したように、イェリネックが憲法裁判所論を展開するにあたって、その重要な
契機となったのが、議会と裁判所の間での選挙権をめぐる判断の歯師で、あった。ここには、
選挙権をめぐる立法と司法の対立という個別問題を超えた、広く立法と司法との関係、特に
立法府に対する裁判所の統制という問題が控えていた。彼は、議会のなす不法からいかにし
て憲法を保障できるのか、という問いを立てることからその議論を開始する。
イェリネックによれば、フランス革命からこのかた憲法をめぐる闘争においては、いかに

して憲法に対する政府の攻撃から人民や国民代表を守るのか、という論点が憲法問題の中心
をなし、君主の憲法に対する宣誓、大臣責任制、議会の予算に対する拒否権などにその制度
的担保が求められてきた。しかし、政府の権力濫用に対する保障がすでに実現されたとすれ
ば、次には「従来、憲法秩序の不可欠の条件であり、その守護者であるとしてのみ理解され
ることを常としてきた機関の権力濫用に対して十分な保障が存在しているのかJということ
が問題となる問。すなわち、「議会による不法は存在しうるのだろうか、もし存在するならば、
それに対していかにして法秩序を保障すればよいのか」問。イェリネックは、このような表
現でこの著作全体を貫く論点を提起している。

憲法裁判所論を展開するにあたり、その焦点を「議会の不法」に定めたイェリネックはさ
らに、その対象を議会が裁判機能を行使している 3つの論点に絞り込んで検討を加えている。
以下では、この 3つの論点を順次検討することにしたい。

(b）選挙審査裁判所

第 lの論点は、既に触れた選挙審査に関する問題である。当時の法令によれば、帝国議会
衆議院及び領邦議会は、選挙された議員の資格の合法性について判断を下す権限を有してい
た。しかし、イェリネックはこの制度に対して、議会内少数派の保護という角度から疑念を
呈し、議会は政党政治の論理に基づいて行動しがちであり、政治と裁判官の職務とを、合目
的性と正義とを絶えず両立させることは何人にとっても困難だと指摘する（2へ続いて、彼
は、イギリスなど議会主義の長い伝統をもっ国においても、選挙の審査は裁判所によって行
われていると述べ、選挙審査は議会の権能に必須の構成要素ではないと主張する。そして以
上の考察から、「裁判官に裁判官のものを引き渡すことJすなわち、選挙審査に対する議会
の権能を、裁判所に引き渡すことが提起される。イェリネックによれば、選挙審査は個人の
政治的権利の問題であり、「何人もその法律の定める裁判官の裁判を受ける権利を奪われな
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い」という憲法上の原則はこの領域においても尊重されるべきであって、帝国代表機関に選

挙された者の権利は立法論 （delege ferenda）に偏重した合議体によってではなく、解釈論 （de

lege lata）の視点から処理されなければならないのである倒

(c）憲法律と単純法律の立法に関する権限争議

選挙審査に続いてイェリネックが検討するのが、「憲法律と単純法律の立法に関する権限

争議」の問題である。ここで彼の議論は、帝国憲法も領邦条例（Landesordnung）も、硬性憲

法であることを確認することから始まる。すなわち、帝国代表に関する基本法はその 15条

で衆議院における憲法改正要件を全議員の過半数が出席するもとでの3分の2の多数による

議決とし、領邦条例 38条は領邦議会の全議員の少なくとも 4分の 3が出席し、出席議員の

3分の 2が賛成することを領邦条令の改正要件としており、オーストリアにおいては憲法改

正と単純立法はその形式において区別されている。

そこで、次に問題になるのが、ある法案の採択が、憲法改正手続によってなされるべきか、

通常の立法手続で充分なのか、という問いの判定者をめぐる論点である。これについて、イ

ェリネックは憲法改正法律について定めた規定は、帝国議会及び領邦議会をして、単純法律

の立法と憲法律の立法の間の争訟を司る権限裁判所たらしめているという（30）。なぜなら憲

法の規定上、政府も皇帝もその問題について審査する責任を負わず、実務上も、有効な議決

がなされたかどうかの判断は議院の議長に委ねられていたからである。しかし、議長を決め

るのは議会多数派であるから、 3分の2の多数が必要かどうかの判断は実質的には単純多数

に委ねられていることになる。従って、イェリネックの見るところ、オーストリアにおいて

は議会多数派から憲法（及び議会内少数派）を保護する法的手段が欠けているのである問。

ではかかる状況に、どう対処すべきだろうか。この点で、イェリネックは、最も簡単な解

決策に見えるのは、法律に対する裁判官の実質的審査権を承認することだと指摘しつつも、

ラーパントの主張を援用してそのようなアイディアを拒絶する。これに対して、イェリネッ

クが提案したのが、事前統制を行う特別の裁判機関の設置であった。「裁判官をして既に創

られた法 （delege lata）に対する判断をさせることが適当でないとするならば、代表機関に憲

法に適った形式（Verfassunfsrr血 sigeForm）を遵守させる唯一の可能性として残るのは、創られ

るべき法 （delege ferenda）に対する裁判機関を設置することである。ある法案に憲法改正規

定が含まれているかもしれないという問題を、一つの裁判所に提起する権利を少数者に付与

するならば、法律に対する裁判官の審査権が引き起こすデメリットを大掛かりな憲法改正を

せずに避けうる突破口となろう。そのような裁判所は、国家の『統治権』を行使する法廷で

はなく、仲裁裁判所としての性格を持つものとなろう。」間つまり、事後統制（法律に対する

審査）ではなく集中型の事前統制（法案に対する審査）とすることによって、「法律に対する

審査権」というアポリアを回避し、立法権と憲法改正権の聞の争議を争う道を議会内少数者

に聞こうというわけである（33）。但し、ここで問題となるのが、裁判官の公平性の問題、す

なわち「裁判官が憲法の番人であるならば、監視人は誰が監視するのかJという論点である。

これにつき、イェリネックは2つの論拠によって裁判官による判断を支持している。第 1の
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論拠は、裁判は立法と異なり法的根拠を必要とするというもので、「その判決を全国民が緊
張して待ち受ける裁判所の裁判官」は、「自分の法律家としての名声が、矛盾だらけの理由
やこじつけ的な理由に同意することで損なわれないよう注意するであろう」との見通しを語
る。第2の論拠も第 1のものと同様エリーテイズム的正当化であり、裁判官という職務に付
随する特殊な人格的責任感とも言えるものに着目して、次のように述べている。「政党は多
くの人員から構成されるが、裁判所の場合は少ない。ある政党の違法な行為は、概して狭い
範囲でしか知られない私人とっての汚点となるに過ぎないが、それは広くその名を知られた
少数の人物から成る最上級審の裁判所の違法な判決に比べればさしたることはない。多人数
に及ぶ責任は、個人に及ぶところ少なく、違法な判決は、容易に判別可能な裁判官の名前に
永久について回るのである。法に仕えるべき場合に政治を行うことは、党員にとっては何と
もなくとも、裁判官にとっては非常に危険なのである。」間

(d）帝国立法と領邦立法の聞の権限争議

イェリネックの提案の 3点目は、帝国と領邦の間の立法管轄をめぐる争いに関わる問題で
ある。これは、とりわけ頻繁に紛争が生じた領域であり、イェリネックもこの論点に最も多
く紙幅を割いている。

1867年の帝国代表に関する基本法は、帝国議会及び領邦議会の管轄について定め、帝国
議会の管轄は同法11条a号からo号に列挙された事項とし、領邦議会については同法12条で、
帝国議会に明文で留保されていない一切の権能が領邦議会に属すると規定した。次に、帝国
と領邦の立法管轄をめぐる紛争の調停についてだが、かつては皇帝がその判定者の任を引き
受けていたものの、 12月憲法制定時に憲法委員会の意向でこの制度は廃止された。したが
つて、 12月憲法には帝国立法と領邦立法の問の紛争について判断する機関が欠けていた（35)

また、帝国法律と領邦法律の価値序列については、クレムジーノレ憲法草案以来一貫して、帝
国法律と領邦法律とが等しい価値をもっとされており、 12月憲法もそれを踏襲した。した
がって、帝国法律と領邦法律が同等の価値をもっ以上、裁判における両者の唯一の調整原理
として残されたのは、「後法優位の原則Jであった（36）。

ところで、こうした状況は、イェリネックにとって無論好ましいもので、はなかった。これ
に対する最善の策は、両者の管轄をより厳密に定義し、あるいは領邦法律に対する帝国法律
の優位を定めることであろう。しかし、イェリネックは当時の政治状況からそのような徹底
した憲法改正は望み薄だとする（37）。そこで次善策として提起されるのが（2）と同様の提案、
すなわち、立法過程において法律の憲法適合性一この場合は帝国と領邦の管轄への適合性ー
の判断を下す裁判機関の設置である。この裁判所は、申立を受けて初めて活動を開始するも
のとされ、提訴権は、政府、帝国議会の議員（衆議員で40名程度）、領邦議会及び領邦条例の
定める少数派に対して付与されるべきであるとしており側、ここにも少数者に対するイェ
リネックの配慮が現れている。

47 



(e）帝国裁判所改組構想

上記のように①選挙審査、②規範統制、③帝国と領邦の立法管轄における争議という 3つ

の事項について、その判断を裁判所に委ねるべきだとの結論を引き出したイェリネックは、

最終章でその任をどの様な裁判所に委ねるべきか検討している。既存の裁判所を改組すべき

か、あるいは新たに裁判所を設置すべきか、という論点につき、イェリネックは国事裁判所

と帝国裁判所を検討の素材として取り上げる。このうち国事裁判所については、裁判官の任

期が議会の立法期に等しい6年間となっており裁判官の独立の保障が十分ではないため適当

ではないが側、帝国裁判所は、おおよそ以下の4つの理由より、憲法裁判所たるにふさわ

しい機関であるという。①合衆国最高裁判所に始まり、欽定3月憲法の帝国裁判所にいたる

一連の「憲法裁判所」の思想史的系譜を引くこと（4ぺ② 12月憲法制定時に憲法委員会が帝

国裁判所における裁判官の審査権について論じた際に、将来的には立法府に対する権限争議

も審査対象とする可能性があることを認めており、「その将来は既に近くまで来ている」こ

と（41）。③帝国裁判所の管轄（権限裁判所、公法上の請求に対する裁判所、訴願に関する行政裁判所）

のうち、権限裁判所としての性格は憲法律と単純法律の立法の聞の権限争議や帝国立法と領

邦立法の権限争議について裁判をすることと親和的であり、政治的権利の保護に関する裁判

所としての性格は、選挙人のみならず被選挙人の権利に関する判断を委ねるのに適している

こと（42）。すなわちイェリネックの要求は、帝国裁判所の権限を拡張するのではなく、徹底

するだけで満たされること（4九④帝国裁判所裁判官は、名誉職として終身で任命され、高

度の独立性を有すること。イェリネックは、以上の理由に加え、組織経済の観点から徒に新

たな裁判所を創るのは適当ではないとして、帝国裁判所設置法の改正により帝国裁判所に上

記の権限を与え、帝国裁判所をして憲法裁判所たらしめることを主張している。

4 イェリネックの憲法裁判所論の射程

これまで概観してきたイェリネックの憲法裁判所論は、特別の憲法裁判所によって法律（法

案）の憲法適合性審査を行うという、後のオーストリア連邦憲法によって実現する憲法裁判

権で中心となる思想を先駆的に示したものであった例。しかし、他方で、憲法裁判所とい

う用語を用いながらも彼の主張は帝国裁判所の改組提案に留まっており、それは真の憲法の

優位を認めない彼の憲法概念の影響によるものだとして、彼の憲法裁判所論の限界を指摘す

る見解も存在する問。ここでは、かかるイェリネックの憲法裁判所論の意義と限界を明ら

かにすべく、特に、その議論の背景、彼の構想と現在の憲法裁判所制度との異問、その後の

憲法裁判権をめぐる議論への影響といった点について検討していきたい。

(1）イェリネックの議論の背景と限界

イェリネックの著作を評価するにあたり、まず着目したいのが、彼の視線が常に議会多数

派の支配に懸念を示し、議会内少数派の保護に意を砕いていたという点である。イェリネッ

クの念頭にある少数派とは誰であり、多数派とは誰のことであろうか。この点につき、シュ

トウノレツは、自由派諸党が 80年代に立たされた少数派という立場がイェリネックの憲法裁
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判所論にも反映しており、その問題意識は後年の『少数者の権利』における以下の認識とも
通底していると指摘する（4へ「……オーストリアの民族問題は、まず第 1にドイツ人問題で

あった。 ドイツ人の少数者、および彼らにたまたま編入された者たちに数年来対立してきた

のは、他の構成分子も含むが、スラブ人多数者である。……正常な状態を帝国議会で保障す
るたった一つの可能性があるとすれば、それは、中央議会のドイツ人の会議に、多数決決定

から隔絶された一定の諸権利を承認することにあったといえよう。ドイツ人とスラブ人の対
立は、オーストリアの存立条件を不断に揺さぶる唯一のものであり、諸民族聞の他の対立は
すべて、相対的には、より小さな意義しかもたない」問。この指摘の通り、彼の問題意識

がスラブ人多数者を前にしたドイツ人少数者の保護であったとするならば、イェリネックが

展開したのは、多数者によっても奪われない人権の守り手としての憲法裁判所論であったと
見るよりも、ターフェ政権下の「スラブ的」、「教権的」、「保守的Jな多数派（48）に対する少

数者の保護という多分に実践的な議論であったと見る方が理解としては適切であろう。彼の
議論は、多民族国家のなかで岬吟する 19世紀末のドイツ系自由主義者の立場を色濃く反映
したものだったのである。

このように、イェリネックの少数者保護論には、彼の憲法裁判所論における法政策論的、
実践的側面がよく現れているが、ノノレは、イェリネックが規範統制について論じた箇所にも

かかる傾向が現れていると指摘する。ノルによれば、イェリネックの憲法裁判所論は、理論

的な考慮の所産というよりは、複雑なオーストリアの現実から生じたものであり、彼の後の
著作『憲法改正と憲法変遷』とは異なる立場に立つものだという（4九すなわちノルの見解

に基づくならば、イェリネックの憲法裁判所論は、その後の自らの国法学の展開の中で切り
捨てられる存在に過ぎなかったということになるのである。

他方で、裁判官の審査権においては、彼の否定的な態度はその後も一貫しており、その立
場は『法律と命令』にも受け継がれている（50）。イェリネックは、一般の裁判官の審査権も

特別の裁判所の審査権も共に否定したが、それは、前者の審査権を否定しつつも、後者の審

査権を肯定した後のオーストリア連邦憲法 140条とは異なるものであり、この点でイェリネ
ックの構想、と後に具体された憲法裁判権との聞には大きな隔たりがあったと言えよう（51）。

以上をまとめれば、イェリネックの憲法裁判所論は、オーストリアで先駆的に憲法裁判所
のあり方を論じたものではあったが、その主張は当時のオーストリアの状況を反映した立法

論的なものに過ぎず、特別の裁判所における法律に対する実質的審査権を否定し、また必ず
しも「人権」という価値に立脚していたわけではない点で、現在の憲法裁判権と同一視でき
るもので、はなかったということができょう。

(2）イェリネックの憲法裁判所論への反響

イェリネックの憲法裁判所論を評価する上でのもう一つの重要なファクターが、その後の
オーストリアに与えたこの著作の影響である。ここでは、ハラーの所説を参考にしつつ、 2

人の人物に焦点を当てたい向。

1人目は、イェリネックと同時代人のハインリッヒ・ヤークェスである。イェリネックの
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著作が刊行された直後の 1885年2月、イェリネックの著作の出版に「勇気づけられて」、オ

ーストリア選挙裁判所を設置する提案が帝国議会衆議院に提出された。この提案は最終的に

は廃案となるが側、衆議院においてかかる法案を支持したのがこのヤークェスである。彼

はイェリネックの著作が出版された数ヶ月後に『現代国家における選挙審査とオーストリア

選挙裁判所』と題した著作を刊行し、その中で、選挙審査についても、規範統制についても

イェリネックの主張に熱い賛意を示した。但し、彼の予防的規範統制の提案については、そ

れが裁判官を政治のただ中に置き、裁判官の職務に全く反するものであると批判し、対案と

して事後の規範統制の導入を提案した例。

2人目の人物は、20世紀に入ってからイェリネックの提案を支持したチェコ人の国法学者、

フランティーシェク・ヴェイノレである。彼は 1913年の著書『枠組法律』倒のなかで、帝国

議会と領邦議会の管轄の境界に関する憲法規定を検討した際に、両者の管轄の線引きを遵守

させる「レギュレーター」が欠けていることを指摘し、イェリネックの見解を支持して帝国

と領邦の立法機関の間の争訟を解決する新しい機関の設置を提言した（5ヘノルによれば、「そ

れ〔『枠組法律』〕は、そこかしこであたかもイェリネックの『オーストリアに憲法裁判所を』

に対するコメンタールであるかのようにして読まれた」という問。このように、ヴェイノレ

の著作はイェリネックの憲法裁判所論がオーストリアにおいて持続的な反響を呼ぶものであ

ったことを裏書きしている。しかし、ヴェイノレに着目することで明らかとなるイェリネック

の憲法裁判所論の意義は以上の点に留まらない。 1918年の第 1次世界大戦におけるオース

トリアの敗北後、ハプスブ、ルク帝国は解体し、中欧に新興国家チェコスロヴァキアが誕生し

た。その後、サン・ジェルマン条約による国境線画定などを受け、 1920年2月にはチェコス

ロヴァキア憲法が制定される。この新憲法の制定作業において憲法委員会副委員長として中

心的な役割を果たしたのがかのヴェイルで、あった。この憲法は、隣国のオーストリアと並び、

世界で初となる憲法裁判所に関する規定を有していたが（旬、憲法典にその詳しい定めはな

く、詳細は憲法裁判所法で定められることとなった。ヴェイルは、その際に議会における憲

法裁判所法の責任者をも引受け、その立法趣意書において、もっぱらイェリネックの『オー

ストリアに憲法裁判所を』を引証したのである（59）。

以上のように、イェリネックの憲法裁判所論は、憲法裁判権という問題を法政治上の一大

争点へと押し上げ、選挙裁判所や事後の規範統制の導入要求などを表出させる契機になった。

またその反響はツィスライタニア全域に広がり、オーストリア共和国のみならず他の中欧諸

国の憲法裁判所の思想的エートスにもなったのである。

5 結びにかえて

かつて畑尻剛はわが国の戦後の憲法裁判所制度研究について論じた際に、西ドイツ憲法裁

判所の成立によってわが国の憲法裁判所研究の重心がオーストリアから（西）ドイツへと次

第に傾斜し、オーストリア固有の特質を把握する意義が軽視されてきたことを指摘した側。

それから20年近くが経つが、ケノレゼン周辺の研究を除けば、オーストリアの歴史に却した

憲法裁判研究が必ずしも多くないという状況には、変わりがない。とりわけ、本稿が扱った
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ノ、プスブ、ルク時代の憲法裁判権をめぐる論点については、一部の例外を除いて検討される機
会が非常に少なかったように思われる。

しかし、本稿が不十分ながらも明らかにしたように、ハプスブノレク帝国下で、は、後の憲法
裁判所へと発展する萌芽が少しずつ育まれていた。そして、当時の憲法裁判所構想の一部は、
実際に法制度の中に取り込まれている。例えば、現行オーストリア憲法 138条2項の連邦と
州の権限範囲に関する予防的審査の規定や、 141条における選挙訴訟に関する規定には、『オ
ーストリアに憲法裁判所を』の影響が現れているという刷。こうした点に鑑みれば、オー
ストリアの憲法史を改めて振り返ることは、現在の制度を理解する上で、少なからぬ意義を
有するものと考えられる。また、オーストリア・ハプスブ、ノレク帝国はチェコ、ポーランドの

一部、スロヴェニアなどをその版図に含んでいた。この広大な法空間の中で憲法裁判のあり
方が論じられ、その成果がチェコスロヴァキアなどに受容されていったことを考えれば、い
わゆる東欧圏での「憲法ゲ、マインシャフトの成立」という現象を整理、分析する上でも、ハ
プスブ、ルク帝国下の国法学の検討から多くの示唆が得られるであろうことは間違いない。ハ

プスブルク帝国における国法学の有り様、なかんずく国事裁判権ないし憲法裁判権をめぐる
問題は、いまだ未開拓の土地を残す沃野として我々の前に広がっているのである。
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